
蜂の巣抑制方法のご紹介
　経済的な蜂の巣抑制方法を紹介しますので、ぜひ

お試し下さい。

○蜂退治用スプレーでマーキング

　蜂の巣ができやすい場所へ市販の蜂退治用スプ

レーをすると、約１カ月程度、蜂が巣を作りづらく

する効果があります。

〇スズメ蜂用「誘香液」の作り方

　２リットルのペットボトルに1.5cmの穴を開けて、

日本酒 150cc、酢 20cc、砂糖 50 ～ 70g、水 100cc を

入れ、木や軒下などに吊るすと蜂が入ります。

≪注意点≫

　誘香液の周りに蜂が飛来

するため、住宅から少し離

れた場所に設置しましょう。

また、穴が大きいと蜂が逃

げますので注意してくださ

い。

蜂の巣駆除補助金のご案内
　本年度も蜂の巣駆除を太田養蜂場で行った場合

は、下表のとおり補助金を交付しますので、町民生

活課環境衛生係へ申し込みください。

　補助金は次のとおりで、道町民税非課税世帯につい

ては、駆除費用の全額を町が補助しています。駆除依

頼後は、役場へお早めに申請書を提出してください。　

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その２

1.5cm

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）

●まちづくりに役立ててと

☆株式会社日高食肉センター 
（1,000,000 円）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆早川　憲吾 （しいたけ24パック）

☆ボランティアグループあゆみ
 （古布 24 袋）

☆ボランティアグループちょぼら
 （カット布６袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆髙橋　幸廣 （30,000 円）

☆的場　志津子 （100,000 円）

☆五丸　忠雄 （100,000 円）

☆嶋野　アツ子 （30,000 円）

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

６

月

20日（金） 13：15～15：30 ５歳児相談

保健センター
24 日（火）

受付 10：00～
受付 13：00～

4・7・12ヶ月児健康診査

1歳6ヶ月・3歳児健康診査

30 日（月） 10：00～11：30
母親学級キレイ☆ママパパ
る～む　～育児編～

７

月

５日（土） 9：30～13：00 おやこの楽しい料理教室
新冠小学校
家庭科室

16 日（水） 18：00～20：00 からだリセット講座

保健センター

18 日（金） 15：00～16：30 フッ素塗布

　フッ素塗布の受付時間は６月より 15：00 ～ 16：30 に

変更になっております。ご注意ください。

蜂の巣対策と駆除補助金のご案内

●問い合わせ先
　町民生活課町民生活グループ環境衛生係
　　　　　　　　　　	☎ 0146・47・2112

駆除する場所 市街地・泊津・大富 その他

①駆除代金 １個 16,500 円 １個 19,800円～

②その他費用
高所作業代（実費）

マルハナバチ・アナバチは2,200円増

③補助金 １個　5,000 円

④個人負担額

（①＋② -③）
１個 11,500 円～ １個 14,800 円～

国民健康保険・後期高齢者医療保険証の

有効期限は今年の７月 31 日までです！

○マイナ保険証をお持ちでない方

　保険証に代わる「資格確認書」が送付されますの

で、そちらを保険証と同じようにお使いください。

○マイナ保険証をお持ちの方

　書面で保険資格を確認できる「資格情報のお知ら

せ」が送付されます。こちらは病院を受診した際な

ど、マイナ保険証が利用できなかった時に使用し、

マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受

けることができます。

※後期高齢者医療制度にご加入の方については、マ

イナ保険証の有無に関わらず、全員に「資格確認書」

が送付されます。

【よくある質問】

質問：  マイナ保険証へ切り替えるにはどうしたらい

いの？

答え：  役場窓口のほか、医療機関・薬局のカードリー

ダー、マイナポータル、セブン銀行ＡＴＭか

ら簡単に登録ができます。

質問： マイナ保険証のメリットは？

答え：  過去の診療データに基づきよりよい医療が受

けられ、限度額を超えた額の支払いが不要に

なるため、突然の手術や入院にも安心です。

福祉医療受給者証の更新について

　現在お持ちの新冠町医療費助成制度に係る受給者

証（重度心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・

子ども医療）の更新について、７月中に新たな受給

者証を郵送いたしますのでご確認ください。

　また、受給者証更新にあたり個別で内容確認をさ

せていただく場合がありますので、その方について

も７月中に案内文書を郵送いたしますのでご対応く

ださい。

　なお、重度心身障害者医療制度の利用については、

65 歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が必要

となり、その際に保険料や負担割合が変わることが

あります。

　詳細や不明な点は、下記問い合わせ先までご連絡

ください。

医療保険証と福祉医療受給者証についてのお知らせ

●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ医療給付係・国保後期高齢者医療係	☎ 0146・47・2113

　障がいをお持ちの方およびその家族の方には、障

がいの状況に応じて手当が支給される場合がありま

す。次の手当概要に該当する時は、問い合わせ先に

ご連絡ください。

特別障害者手当
　精神や身体に重度の障がいをもつ 20 歳以上の方

で、その障がいが極めて重度のため、日常生活上、

常時、特別の介護を要する方に支給される手当です。

○支給額

　月額　29,590 円（令和７年度）

○支給制限

　施設に入所する場合で、本人・扶養義務者などの

所得が一定の基準を超える場合、また、３カ月を超

えて病院に入院、介護老人保健施設等に入所した場

合は支給されません。

●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ福祉係

　　　　　　　　　　　 　　　　☎ 0146・47・2113

障害児童福祉手当
　精神や身体に重度の障がいをもつ 20 歳未満の方

で、その障がいが極めて重度のため、日常生活上、

常時、特別の介護を要する方（障がい１・２級の一部、

知能指数が概ね 20 以下の重度の知的障がい児など）

に支給される手当です。

○支給額

　月額　16,100 円（令和７年度）

○支給制限

　施設に入所する場合で、本人・扶養義務者などの所

得が一定の基準を超える場合、また、障がいを理由と

する公的年金を受けている場合は支給されません。

●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ福祉係

　　　　　　　　　　　　　　 　☎ 0146・47・2113

特別児童扶養手当
　精神または身体に重度の障がいを有するため日常

生活において常時介護を要する 20 歳未満の障がい

児童（身障１～３級および知的障がい中度以上、ま

たはこれに準ずる児童）を養育する保護者に対して

支給される手当です。

○支給額

　１級該当　月額　56,800 円 (令和７年度 )

　２級該当　月額　37,830 円 (令和７年度 )

○支給制限

　障害児福祉手当と同じ支給制限があります。

●問い合わせ先：町民生活課町民生活グループ社会係

　　　　　　　　　　　　 　　　☎ 0146・47・2112

障がいをお持ちの方への手当のご案内
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